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船舶事故調査報告書 

 

平成２５年４月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１２月３０日（日） ０９時５０分ごろ  

発生場所 長崎県南島原市深江漁港東方沖  

南島原市所在の深江港沖防波堤灯台から真方位０８２°５７０ｍ付

近 

（概位 北緯３２°４２.８′ 東経１３０°２１.５′） 

事故調査の経過  平成２５年１月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第５重光
じゅうこう

丸、４.８トン 

ＮＳ３－４００２５５（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９０ｍ（Lr）×２.５７ｍ×１.１９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数８０、昭和６２年２月１５日    

Ｂ モーターボート 松生
しょうせい

丸、０.２トン 

   ２９２－４８９４５長崎、個人所有 

   ３.６８ｍ（Lr）×１.４４ｍ×０.５９ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、５.９０kＷ、平成２１年７月１０日

（第１回定期検査） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 男性 ４３歳 

  旧四級小型船舶操縦士 

     免許登録 日 平成５年６月１７日 

平成１８年７月２３日をもって失効していた。 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和５１年４月３０日 

    免許証交付日 平成２４年５月１日 

           （平成２９年１２月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし                       

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ）    

 損傷 Ａ 船首船底部から船尾船底部にかけて擦過傷、プロペラ翼３枚曲損

（交換） 

Ｂ 全損 
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 事故の経過 Ａ船は、操縦者Ａ及び甲板員の２人が乗り組み、深江漁港を出港

し、防波堤の外側において僚船６隻と共に南北方向に横一列（Ａ船は

南端に位置した）に並んだ後、漁場に向けて一斉に東進した。 

操縦者Ａは、合羽を着て操舵室の後方から右舷側に右半身を出して

前方の見張りを行い、左手で操舵を行いながら徐々に増速したが、Ａ

船は、機関の調子が悪いため、加速が遅かったので、次第に僚船から

遅れた。 

Ａ船は、船首が浮上して船首方に死角が生じていた。 

操縦者Ａは、進路方向に僚船以外の他船を認めなかったので、船首

を左右に振るなどして船首死角を補う見張りを行わず、僚船の後方２

００ｍ付近を航行し、速力が約２０ノットに達した平成２４年１２月

３０日０９時５０分ごろ、深江漁港東方沖において、Ａ船の船首部と

Ｂ船の右舷中央部とが衝突し、Ａ船はＢ船を乗り切った。 

操縦者Ａは、衝突音が船首及び船尾側から相次いで聞こえたので、

機関の回転数を下げて後方を振り向いたところ、Ｂ船を認めて両船が

衝突したことを知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、深江漁港東方沖を北進中、船長

Ｂは、前方５０～１００ｍ付近を数隻の漁船が高速で通過するのを認

め、その後、数十ｍ航行して周囲を見渡し、接近する船舶のないこと

を確認して手釣りで釣りを始めた。 

船長Ｂは、船尾側の両舷のブルワーク上に渡した板に左舷方を向い

て座り、船外機のクラッチを後進側に入切を繰り返し、Ｂ船の船尾を

風上側の北方に向ける態勢としていた。 

船長Ｂは、釣りを始めてすぐにイカが釣れて取り込みを行った後、

再び仕掛けを投入していたので、Ｂ船に接近するＡ船に気付かずにい

たところ両船が衝突し、衝突により意識を失った。 

Ａ船は、衝突後、反転してＢ船に横着けし、操縦者Ａ及び甲板員

は、あお向けに倒れていた船長Ｂに声を掛けたが反応がなく、船長Ｂ

をＡ船に上げ、半沈没状態のＢ船をえい
．．

航して深江漁港に入港した。 

船長Ｂは、入港後、自力で下船し、連絡を受けて迎えに来た家族に

付き添われ、徒歩で帰宅した後、救急車により病院に搬送されて頭部

の打撲と診断されて帰宅した。 

船長Ｂは、救急車の中で意識が戻ったが、衝突からそれまでの記憶

はなかった。 

本事故を目撃した釣り船は、深江漁港に入港して漁業協同組合に連

絡し、漁業協同組合から海上保安部に通報した。 

気象・海象 

 

気象：天気 小雨、風向 北、風速 平均５.７m/s、最大瞬間 ９.

９m/s、視界 良好 

（平均風速及び最大瞬間風速は、本事故発生場所の北北東方約３.３

km に位置する島原地域気象観測所における当日１０時の観測値であ
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る。） 

海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 

 

操縦者Ａが、出港前に僚船の船長数名と顔を合わせた際、天候が悪

いので出漁の中止も話題になった。 

操縦者Ａは、航行を開始する際、右斜め前方の沖に２隻の釣り船を

認めていた。 

操縦者Ａは、ふだん、船首を左右に振ったりして船首死角を補う見

張りを行っていた。 

操縦者Ａは、本事故当時、小雨が降っていたので、操舵室内のガラ

ス越しよりは操舵室の外が見通しは良いと思った。 

Ａ船の船首浮上の状況は、操縦者Ａが操舵室の後方に立った状態で

へさきから約２ｍ手前付近に水平線が見えていた。 

船長Ｂは、体調不良のために後日、同じ病院で再度受診したとこ

ろ、頭部打撲、頚椎
けいつい

捻挫、右肋骨骨折などで３週間程度の療養を要す

ると診断された。 

甲板員は、左舷船首部に備え付けられている網揚げ機付近で床に腰

を下ろし、右舷前方を向いていたが、Ｂ船に気付かなかった。 

Ｂ船の船体塗色は白色であり、船体中央部付近における海面からの

舷の高さは約５０cm であった。 

本事故当時には、海面に白波が立っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、深江漁港東方沖を東進中、操縦者Ａが、進路方向に他船を

認めなかったので、船首を左右に振るなどして船首死角を補う見張り

を行っていなかったことから、前路のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、深江漁港東方沖でクラッチの操作により向きを一定に保っ

て釣り中、船長Ｂが、釣れたイカの取り込み及び仕掛けの投入を行っ

ていたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、深江漁港東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船がクラッ

チの操作により向きを一定に保って釣り中、操縦者Ａが船首を左右に

振るなどして船首死角を補う見張りを行わず、また、船長Ｂが釣れた

イカの取り込み及び仕掛けの投入を行っていたため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中、船首死角が生じる場合は、船首死角を補う措置を講じ、
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他船を見落とさないこと。 

・漂泊中においても周囲の見張りを適切に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




